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住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
お
早
め
に
！

　
警
報
器
は
【
図
１
】
の
と
お
り
、

ふ
だ
ん
就
寝
に
使
う
部
屋
の
天
井

ま
た
は
壁
面
に
設
置
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
寝
て
い
る
と
き
に
出
火
し
、

そ
の
ま
ま
逃
げ
遅
れ
て
死
亡
す
る

事
例
が
多
い
た
め
で
す
。

　
ま
た
、
寝
室
が
２
階
な
ど
に
あ

る
場
合
は
、
避
難
経
路
と
な
る
階

段
室
の
壁
ま
た
は
天
井
に
も
設
置

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
設
置
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
台
所
や
居
間
な
ど
火
の
気

の
あ
る
場
所
や
廊
下
な
ど
に
も
設

置
す
る
と
よ
り
安
全
で
す
。

　
寝
室
や
階
段
室
に
取
り
付
け
る

警
報
器
は
、「
煙
」
を
感
知
す
る
も

の
を
取
り
付
け
ま
す
。
煙
で
は
誤

動
作
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
台

所
な
ど
に
取
り
付
け
る
と
き
は
、

「
熱
」
を
感
知
す
る
警
報
器
を
取

り
付
け
ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
は
、
消
防
署
や
販

売
店
な
ど
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
一
般
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
数
は
、
建

物
火
災
に
よ
る
死
者
数
全
体
の
約

９
割
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
う
ち

約
６
割
の
方
は
「
逃
げ
遅
れ
」
が

原
因
で
命
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
も
平
成
　
年
か
ら
２
年

１８

連
続
で
住
宅
火
災
に
よ
り
亡
く
な

ら
れ
た
方
が
出
て
い
ま
す
が
、
火

災
の
発
生
を
も
っ
と
早
く
知
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
助
か
っ
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
家
族
や
ご

近
所
、
町
内
会
な
ど
で
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
必
要
性
に
つ
い
て
話

し
合
い
、
警
報
器
設
置
率
の
高
い

安
全
・
安
心
の
ま
ち
に
し
ま
し
ょ

う
。

　
平
成
　
年
の
消
防
法
改
正
に
伴
い
、
寝
室
な
ど
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

１６

れ
ま
し
た
。
本
市
で
は
「
歌
志
内
市
火
災
予
防
条
例
」
に
よ
り
、
新
築
住
宅
は
建
築
時
に
、
既
存
の
住
宅
に

は
平
成
　
年
５
月
　
日
ま
で
の
設
置
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

２３

３１

　
本
市
に
お
け
る
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
率
は
、
平
成
　
年
７
月
現
在
で
６
・
８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２０

も
し
も
の
時
に
尊
い
命
を
守
る
た
め
に
も
、
早
め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

 

〈
消
防
本
部
予
防
・
保
安
グ
ル
ー
プ
緯
４
２
～
３
２
５
５
〉

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
お
早
め
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
お
早
め
に
！！

設
置
義
務
の
あ
る

 
場
所
は
寝
室
で
す

感
知
方
式
は

 

【
煙
式
】
を

【図１】設置義務のある場所（○印）

▲煙式警報器▲熱式警報器
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警
報
器
の
設
置
に
は
、【
図
２
】

の
よ
う
に
具
体
的
な
取
り
決
め
が

あ
り
ま
す
。

　
天
井
に
取
り
付
け
る
場
合
は
、

感
知
部
の
中
心
を
壁
や
 梁
 、
棚
か

は
り

ら
　
唖
以
上
離
し
ま
す
。
ま
た
、

６０
壁
に
取
り
付
け
る
場
合
は
、
感
知

部
の
中
心
が
天
井
か
ら
　
～
　
唖

１５

５０

以
内
に
な
る
よ
う
に
設
置
し
ま
す
。

　
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
有
効
に
煙

を
感
知
で
き
る
よ
う
、
換
気
扇
や

エ
ア
コ
ン
か
ら
１
・
５
ｍ
以
上
離

し
ま
す
。

　
消
防
や
市
役
所
で
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
販
売
を
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
消
防
で
警
報

器
の
設
置
を
業
者
に
委
託
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
も
し
、「
消
防
の
依
頼
で
警
報
器

を
取
り
付
け
に
き
ま
し
た
」
と
い

う
よ
う
な
訪
問
が
あ
っ
た
場
合
は
、

は
っ
き
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

※
市
営
住
宅
へ
の
警
報
器
の
取
り

付
け
は
、
市
が
行
い
ま
す
。

取
り
付
け
位
置
に
は

 決
ま
り
が
あ
り
ま
す

【図２】住宅用火災警報器の取り付け位置

天井への取り付け

（はりがない場合）

天井への取り付け

（はりがある場合）

壁面への取り付け 換気扇やエアコン

などがある場合

悪
質
な

 訪
問
販
売
に
注
意
！

　
消
防
本
部
で
は
、
次
の
要
件
に

該
当
す
る
世
帯
に
対
し
、
助
成
申

請
書
と
請
求
書
を
配
付
し
ま
す
。

　
書
類
を
受
け
取
っ
た
世
帯
の
方

は
、
消
防
本
部
予
防
・
保
安
グ
ル

ー
プ
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
助
成
対
象
世
帯

　
基
準
日
の
平
成
　
年
１
月
１
日

２１

現
在
、
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
お
り
、
基
準
日
以
降

も
市
内
に
居
住
さ
れ
る
　
歳
以
上

６５

の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯
。

※
障
が
い
な
ど
に
よ
り
避
難
に
支

障
が
あ
る
二
人
世
帯
等
も
該
当

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
市
営
住
宅
に
入
居
さ
れ
て
い
る

世
帯
は
除
き
ま
す
。

■
受
付
期
間
　
１
月
１
日
（
木
）

～
３
月
　
日
（
火
）

３１

■
申
請
方
法
　
配
付
書
類
に
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
消
防

住
宅
用
火
災
警
報
器

住
宅
用
火
災
警
報
器
のの

設
置
費
用

 

設
置
費
用
をを
助
成
助
成
し
ま
し
ま
すす

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯
な
ど

　
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯
な
ど
へへ

６５６５
　
住
宅
火
災
に
よ
る
犠
牲
者
は
、
そ
の
過
半
数
を
高
齢
者
が
占
め
て
い
ま
す
。

　
消
防
で
は
、
こ
の
よ
う
な
尊
い
命
を
守
る
た
め
、
国
の
「
地
域
活
性
化
・
緊
急
安
心
実
現
総
合
対
策
交

付
金
制
度
」
を
活
用
し
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
世
帯
な
ど
に
、
緊
急
措
置
と
し
て
警
報
器
設
置
費
用

を
助
成
し
ま
す
。

本
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
体
の
不
自
由
な
方
な
ど
は
、
消

防
職
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
予

防
・
保
安
グ
ル
ー
プ
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

■
助
成
上
限
額
　
７
，０
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
予
防

保
安
グ
ル
ー
プ
（
緯
４
２
～
３

２
５
５
）

対象者には、

消防職員
・・・・

が

書類の配付
・・
に

伺います。
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※なお、指定の受付

日に申請ができな

い場合は、市役所

１階ロビーで１月

２６日俄から２月２０

日画までの間、随

時受け付けます。

会　　場受付時間受　付　日対象地区

上歌資源保管所９：００～１２：００１月２０日（火）上歌地区

公民館１３：３０～１７：００１月２０日（火）東光、本町（第二除く）

老人福祉センター９：００～１２：００１月２１日（水）神威地区

中村生活館１３：３０～１７：００１月２１日（水）中村地区

文珠郵便局
９：００～１２：００
１３：００～１６：００

１月２２日（木）文珠地区

市役所１階ロビー８：３０～１７：３０１月２３日（金）本町第二・歌神地区

■申請受付日時及び会場

暖
房
用
灯
油
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

対
象
と
な
る
世
帯

　
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在
、
市

２１

内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
平
成

　
年
度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
り
、

２０次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
在
宅

世
帯
。

○
高
齢
者
世
帯

　
全
員
が
　
歳
以
上
（
昭
和
　
年

６５

１９

１
月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

の
世
帯
。

※
　
歳
未
満
の
親
族
な
ど
が
同
居

６５し
て
い
る
世
帯
は
、
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

○
重
度
身
体
障
が
い
者
世
帯

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

収
入
で
生
計
を
維
持
し
て
い
る
世

帯
。

○
母
子
・
父
子
世
帯

　
　
歳
以
下
の
子
（
平
成
２
年
４

１８
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
）
を

扶
養
し
て
い
る
母
子
・
父
子
世
帯
。

対
象
と
な
ら
な
い
世
帯

▼
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世

帯
。

▼
病
院
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど
に

長
期
入
院
・
入
所
し
て
い
る
方
。

助
成
内
容

　
１
世
帯
あ
た
り
４
，０
０
０
円
分

の
助
成
券
１
枚
（
申
請
日
か
ら
平

成
　
年
３
月
　
日
ま
で
有
効
）
を

２１

２０

交
付
。持

参
す
る
も
の

　
通
知
封
書
一
式
（
申
請
書
・
非

課
税
確
認
書
）
・
印
鑑
・
本
人
確

認
書
類
（
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）
・
身
体
障
害
者
手
帳
（
重

度
身
体
障
が
い
者
世
帯
の
み
）
・

委
任
状
（
申
請
者
が
同
居
の
親
族

以
外
の
場
合
）

※
世
帯
員
に
平
成
　
年
１
月
２
日

２０

以
降
本
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
が

い
る
場
合
は
、
転
入
さ
れ
た
方

の
、
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在

２０

居
住
し
て
い
た
市
町
村
が
発
行

す
る
非
課
税
証
明
書
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

暖
房
用
灯
油
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

高
齢
者
世
帯
等
を
対
象
に

　
市
で
は
、
一
昨
年
来
か
ら
の
原
油
価
格
高
騰
に
よ
り
、
灯
油
を
は
じ
め
電
気
・
生
活
用
品
の
価
格
上
昇

の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
高
齢
者
世
帯
な
ど
（
市
民
税
非
課
税
）
の
在
宅
世
帯
を
対
象
に
、
福
祉
灯
油

助
成
事
業
を
平
成
　
年
度
に
限
り
実
施
し
ま
す
。

２０

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
1
月
中
旬
に
封
書
で
通
知
し
ま
す
が
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
世
帯
で
封

書
が
届
か
な
い
方
は
、
福
祉
事
業
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

〈
福
祉
事
業
グ
ル
ー
プ
緯
４
２
～
３
２
１
７
〉


